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●ブロック仕事とﾉk活のiilM和推進会繊●

「労lEil時111蝉の,没定の改善にUUする職別lNiiif法」が平成18年`lﾉjlllから施行されました｡
この法律は、それぞれのＪ１｛難場において、労使のl`Ｍ:的な取組により労勘什の抱える多li1iな事hUiやニーズを路まえ

ながら、労働|lｻﾞ'111や体ロ、体1暇のあり方などを労働~汁の他｣１１〔とｌｌｉｉｉｌｉに配1ｌｘしたものにして、労働:片一人ひとりのｲl:リド
とﾉkilliの綱和をIX1ることなどをll的としたものです○

労Uii時１N】等の没だの改善の促進を逝じてｲﾋﾘlと生活の謝和を推進するためには、111に戦場の労働糸'１:の問題だけで
なく、人々の生活スタイルに栴接にかかわる|{l]題に取り組むことが必要で、ノki門に密耕したそれぞれの地域における
I1H解とM1力が欠かせません。地域の産業、ノヒ活習仙、☆(侠辨の勝fIiを踏まえた介迩の形成がilt要です｡
このため、背派・\十千.懲城●秋111.111形・稲川の６ﾘﾑを一つのブロックとして、曾城労ＩＨＩ１局が１F務)iijとなり「(}：

２１Fと」k活の調和推進会議」をl1Ml1&し、〕|〔北地方の労使をはじめ学織経験者など柵広<各界、ｆｆ層の蔵兄を求めました。
そして、４〔北地〃の労使が、労働時llU蝉のＩ没定の改降の促進をjlnじた仕ﾘﾄﾞとﾉﾋ活のiilMｲⅡを推進する際に参考となる

プログラムを１１１１会Ｉ髄において作I)ました。
刀
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皿趣旨

わがIrlの社会環境は、継済のグローバル化による競御)激化、ＩＴ傭報化などの技術７１１〔新、

女性の社会参加の進腿など火きく変わりつつある。このような１１'で、わがIＴｌは少「・'１'H齢化と

いうきわめて深刻な１１１１廻をかかえている。国のIIM1き手である労働者の健康も、生１，喘剛111tｿ,面にlxl

述する所見のあるものや、イ'二１１Fや職業生活に強いストレス等を持つものの割合がｲﾄﾞ々｣脚えてい

る（図６，図7)。

このため、企業にとって、厳しい７１丁場競争と製,W１サイクルの短期化のrl1で！』業i11nliIを維持．

成災していくためには、労ＩＨＩ１粁の懲欲と能力をlf1上させるとともに、必要な能〃の人材を確保

することが亜妥にな1)つつある。また、ＣＳＲ（企業の社会的y『任）の観点から、次１１t代行成支

援対策推進法の一艇１１兆１２行lIiIiiI･lIlliの達成など持続的成災のための11(任を来たすことや、iir妥

なステークホルダー（利くIfllU係狩）である労Iﾘ1片の他しI〔に配慮するとともに、ＱＯＬ（１１２活の
虹）の1句上を図ることが求められている。

労働者にとっては、核家ﾙﾐ化や共働き世帯の｣勅11などのため、自立的な生き〃をlxlI)、家族

や地域社会の一風としての｣'〔任を果たすことが正饗になりつつある。また、ｎらの心身両面の

健康を保持増進するとともに、職場の仕事をより効率的に進め、さらには職業能ﾉ｣をlIM発・向

上することが強く求められている。

このような背紫の''１で、－人ひとりの労働者が仏!'『と/|z活の調和のとれた｢1立的なl1lillき方を

笈現することが、典に１Ｍ､なｲ|:会へ充腱するためにin饗となっている。この認,樅に,Ｉｆち、來北

ブロック（青森・岩手・1;(城・秋11小111形・編!;&）において、労働時１１U等の設定の攻ｉＩｆを皿じ

た仕倶|;と生活の調和が|Ⅲ↑Ⅱに進められるよう、労使双力の参考に資するため、このプログラム

を提案する。

画労働時間等をめぐる現状と課題

（１）現状

壷.ねが国の労働時間等の現状

岐近のわがＩＴＲＩの労IIiIll#ｌＩｌ等の』け徴として、総労１１Ⅱ１１１＃'１Ｉの､ﾄﾞ均liI【は短縮されてきたが、長短二

極化が進んでおり、紅IIi:''１１労llill肴が墹加する一〃で、長'1刑|Ⅱ労働を行う労l11ill群も数多く存ｲ【：し

ていることが挙げられる（炎ｌ）。また、年次ｲ｢給休暇の収得率が年を追うごとに低i､､してき

ていることも、妓近の特徴のひとつである（lX11、ＩＸ１３、表２)。

このような中、IliI〈女性の約7割が、第一子のＩｌＩｉ)礦を磯に労働の場から退いている（１判４）。

さらに、平成17ｲ１：度lIil比ﾊﾐ活r｢fll言は、「子育てをしている女性は自由な時IlUが持てないことを

負担に思っている」とし、「父親が家庭の｢１１で家'ｌｉをする姿を見せてこなかったことが、イヒ妬

の女性たちに結僻を選択させない－つの婆１Ｍとなってはいないだろうか」と指摘している（図

5)。リj女とも、ｲﾋﾘﾄﾞとトイアてをli1j立させることが１１t災であり、家庭で育児・家１１iなどに使える

llf1lMを増やす観点からも、労liliuI1flMjの短縮をlxlることが必奨となっている。

また、仕事や職業生ｉ１ＴｉにllAlして強い不安、悩み、ストレス等を感じる労働群のｌ１Ｉｌ合は、労働

１１劃{０が長いほど高い傾1ｲﾘにある（同8)。さらに、踵時１１１１労I1lil1の結果、過労ﾀﾋﾞや;WHqll隙鱒を起こ

し、さらには'三Ｉ殺したとして労災認定されるＪｌｉ例も１Ｍ川している（図 9、IxllO)。
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